
-122- 
 

号に規定する大規模の模様替については、第 6 条及び三重県ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進条例（平成 11 年三重県条例第 2 号）第 17 条に規定する
整備基準は、この規則による改正後の三重県ユニバーサルデザインのまちづく
り推進条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定にかかわらず、な
お従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に存する公共的施設については、第 8 条の規定は、改
正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三重県ユニバーサルデザイ
ンのまちづくり推進条例施行規則（次項において「改正前の規則」という。）の
規定に基づいて提出されている整備基準適合表等は、改正後の規則に基づいて
提出された整備基準適合表等とみなす。 

５ この規則の施行の日前に、改正前の規則に規定する様式により作成されてい
る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則 
（施行期日） 
１ この規則は、令和３年４月 1 日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際現に工事中の公共的施設の新築、新設、増築、改築、用途

の変更（施設の用途を変更して公共的施設とする場合を含む。）、建築基準法（昭
和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 14 号に規定する大規模の修繕又は同条第 15
号に規定する大規模の模様替については、第 6 条及び三重県ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進条例（平成 11 年三重県条例第 2 号）第 17 条に規定する
整備基準は、この規則による改正後の三重県ユニバーサルデザインのまちづく
り推進条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定にかかわらず、な
お従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に存する公共的施設については、第 8 条の規定は、改
正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ この規則の施行の際改正前の三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進
条例施行規則（次項において「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出
されている申請書その他の書類は、改正後の規則の規定に基づいて提出された
申請書その他の書類とみなす。 

５ この規則の施行の日前に、改正前の規則に規定する様式により作成されてい
る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

  


